
～ 本年の給与勧告のポイントと勧告の仕組み ～ 
 

宮崎県人事委員会 
 

（令和元年１０月９日） 

 【 内 容 】 
 
 １ 給与勧告のポイント                                   
  
 ２ 勧告の仕組み 
  （１） 給与勧告の対象職員 
  （２） 給与勧告の手順 
  （３） 公民給与の比較方法（ラスパイレス比較）     
  （４） 公民較差の状況  
 
 （参考） 最近の給与勧告の実施状況（行政職） 



61,000円以上 28,000円

➁ 23,001～54,999円 （家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円 27,001～60,999円 （家賃額－27,000円）×1/2＋11,000円

③

家賃額

12,001～23,000円

家賃額

16,001～27,000円

55,000円以上 27,000円

① 家賃額－12,000円 家賃額－16,000円

現　行 改正後

支給額 支給額

１ 給与勧告のポイント 

１ 

○ 民間給与との較差（510円、0.14％）等を考慮し、人事院勧告に準じて、給料表を改定 

 ※ 行政職給料表について、大卒程度の初任給を1,500円、高卒程度の初任給を2,000円、それぞれ引上げ 

    これを踏まえ、 主に30歳台半ばまでの職員が在職する号級について所要の改定（平均０．１％） 

 ※ 他の給料表は、行政職給料表との均衡を基本に改定 

 ※ 平成31年４月１日から実施 

月例給の引上げ改定 

○ 住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円（12,000円→16,000円）引上げ、最高支給限度額を1,000円 

 （27,000円→28,000円）引上げ 

 ※ 令和２年４月１日から実施  

 ※ この改定に伴い、支給月額が減額になる職員については、国の経過措置の内容を踏まえつつ、本県の実情を考慮し、 

  令和２年４月１日から令和５年３月31日までの間、所要の経過措置を実施 

住居手当の見直し 

○ 民間の特別給の支給割合（4.46月）と概ね均衡しているため、特別給は現行の4.45月に据え置き 

 

特別給（ボーナス）の改定なし 

本年の給与改定 



本県の

給与勧告

対象職員

14,902人

計100％

行政職

4,222人

教育職

8,105人

公安職

1,971人

研究職

205人

医療職（二）

226人
医療職（一）

38人
医療職（三）

135人

        ２ 勧告の仕組み 
          （１） 給与勧告の対象職員 

２ 

  人事委員会の勧告の対象となるのは、職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与等に関する条例及び一般職の任 
期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける職員である（従って企業職員は含まれない。）。  

※ 平成３１年４月１日現在の状況。 

※ 職員数は、勧告対象職員のうち休職者、育児休業の承認を受けた職員、再任用職員等を除く人数である。 

※ 教育職は、県立学校と市町村立学校の教育職を合わせた人数である。 



 
○人事院と全国の人事委員会が共同で実施 
 
○対象：企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所 
 
○期間：4月24日～6月13日 

 宮崎県人事委員会では、地方公務員法の規定（均衡の原則）に基づき、民間事業所の従業員の給与を実地に調査し県職員の給与と 

精密に比較するとともに、国や他の地方公共団体の職員の給与等を総合的に勘案した上で、給与勧告を行っている。 

（２） 給与勧告の手順 

職種別民間給与実態調査 

○休職者、育児休業の承認を受けた職員、再任用職員等を 
 
  除く全職員の本年4月分の給与等について調査 

県職員給与等実態調査 

公民較差の算出 

○ラスパイレス方式（役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較）により、 

 民間企業従業員と県職員（行政職）の４月分給与を精密に比較 

○民間企業従業員と県職員の特別給の年間支給月数を比較 

民間給与、国や他の地方公共団体の職員の給与等を総合的に勘案し、給料表・手当の改定等の内容を決定 

人事委員会勧告 

県議会 知事 

（条例改正案の審議・議決） （勧告の取扱い決定） 

条例改正案提出 

【2019年（平成31年）職種別民間給与実態調査について】 

 ○本県では、母集団383事業所から無作為に抽出された141事業所において実地調査を実施 

 ○本年４月分の給与及び賞与（昨年８月～本年７月）の支給状況等を調査 

３ 



（３） 公民給与の比較方法（ラスパイレス比較） 
 県と民間企業では、組織の規模や構成、従業員の年齢構成等が異なることから、県職員と民間企業従業員の給与を精確に比較 

するため、役職段階、学歴及び年齢を同じくする者同士で比較（ラスパイレス比較）を行っている。 

 この方法により、公務員に民間の給与額を支給したとすれば、その給与は現在と比べてどの程度差があるかを算出することができ 

る。 

４ 

役職段階 
学 歴 

（年齢階層） 

民間給与総額 県職員給与総額 

26･27歳 
24･25歳 

大学卒 

短大卒 

高校卒 

中学卒 

本年の較差（ａ－ｂ） ５１０円（０．１４％） 

22・23歳 

20・21歳 

18・19歳 

16・17歳 

民間給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

民間給与総額 
÷県職員総数 

＝３５４，９６３円（ａ） 

県職員給与×県職員数 

県職員給与×県職員数 

県職員給与×県職員数 

県職員給与×県職員数 

県職員給与総額 
÷県職員総数 

＝３５４，４５３円（ｂ） 

県職員（行政職） 

※ 民間、県職員ともに、本年の新規 
 学卒の採用者は含まない。 

年 齢 

    １ 級 

   （主 事）     

２ 級 
 （主 事） 

３ 級 
    （主任主事・副主幹）      

４ 級 
   （副主幹・課長補佐）     

    ７ 級 
  （課長･次長）      

    ８ 級 
  （次長･部長）         

    ９ 級 
   （部 長）  

    ５ 級 
  （課長補佐） 

    ６ 級 
   （課 長） 

 

 その他の役職段階に
ついても、「１級 （係員）」

と同様に、学歴別、年齢
別に民間給与及び県職
員給与を算定 

※

カ
ッ
コ
内

の
役

職

名

は
本

庁

の
例 



（４） 公民較差の状況 

５ 

本年の公民較差の状況について、ラスパイレス比較に基づき比較したところ、５１０円の較差 

（民間＞県）があった。 

民間の支給月数（４．４６月）は県職員の支給月数（４．４５月）と概ね均衡していた。 

月例給 

特別給（ボーナス） 

民 間 給 与 

 
３５４，９６３円 

 

比 較 
 

県職員給与 
 

３５４，４５３円 
 

較差 ５１０円 
給 与 ３９４円 

はね返り分 ２円 

 改定額 
 ３９６円 

（注）「はね返り分」とは、給料等
の一定割合で手当額が定められ
ている地域手当のように、給料
等の改定に伴い手当額が増減す
る分をいう。 

給与改定 



（参考） 最近の給与勧告の実施状況（行政職） 

本県の本年までの給与勧告の実施状況は下表のとおり。（過去10年） 

６ 

※１ 月例給の改定額（率）及び平均年間給与の増減額は、それぞれ各年４月１日時点における勧告実施後の増減を    
    示したものである。 
※２ 令和元年の数値は、勧告どおりに改定された場合のものである。 

平均年間給与

改定額 改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額

△６５２円 △０．１７％ ３．９５月 △０．２０月 △８．５万円

△１，０７１円 △０．２９％ ３．９５月 － △１．７万円

－ － ３．９５月 － －

－ － ３．９５月 － －

８７６円 ０．２４％ ４．１０月 ０．１５月 ６．７万円

３，６９５円 １．０２％ ４．２０月 ０．１０月 ９．５万円

４３６円 ０．１２％ ４．３０月 ０．１０月 ４．２万円

４２２円 ０．１２％ ４．４０月 ０．１０月 ４．１万円

５２３円 ０．１５％ ４．４５月 ０．０５月 ２．６万円

３９６円 ０．１１％ ４．４５月 － ０．７万円

月例給 特別給（ボーナス）

令和元年

　

平成２５年

平成２６年

平成２７年

平成２８年

平成２９年

平成３０年

平成２２年

平成２３年

平成２４年


